
岩倉市口座振替収納事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、岩倉市予算決算会計規則（昭和６２年岩倉市規則第１号。

以下「会計規則」という。）第４９条に基づく市税等の口座振替の方法による

納付等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 口座振替の対象となる者（以下「対象者」という。）は、岩倉市公金取

扱金融機関に関する規則（昭和５０年岩倉市規則第１号）第４条に規定する

指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関（以下「指定金融機

関等」という。）に預貯金口座を保有する者とし、対象者が指定した１店舗と

する。 

（指定口座） 

第３条 対象者が口座振替を指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金及

び納税準備預金とし、対象者名義の口座とする。ただし、対象者と同一家族

等で預貯金口座を保有する者の承諾を得ている場合は、指定口座として取り

扱うことができるものとする。 

（申込手続） 

第４条 口座振替の方法による納付をしようとする者（以下「口座振替納付者」

という。）は、指定金融機関等又は市長に市税等口座振替依頼書（様式第１）

により申し出なければならない。 

２  口座振替納付者が、前項の市税等口座振替依頼書による申し出によらず、

日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する口座振替受付サー

ビスを希望したときは、市税等口座振替受付サービス依頼書（様式第２）に

より申し出なければならない。 

３ 市長は、口座振替の方法による納付の手続が完了したときは、その内容を

口座振替納付者に通知するものとする。 

（解約及び変更手続） 

第５条 口座振替納付者が口座振替の方法による納付を取り消そうとする場

合は、市税等口座振替解約・変更依頼書（様式第３）により申し出るものと

する。申し出た内容を変更しようとする場合も同様とする。 

（口座振替の時期） 

第６条 口座振替の開始及び変更の時期は、原則として市長が受付した日の翌

月以降最初に到来する納期限からとする。 

 （過誤納金の還付） 

第７条 口座振替納付者に過誤納金の還付が生じた場合は、原則として申込手

続された指定口座へ過誤納金を還付するものとする。 

２ 前項の還付をしようとするときに調製する支出調票には、会計規則第５５

条第２項ただし書の規定により、請求書を添付しないものとする。ただし、

市長が特に必要と認める場合は、請求書を添付するものとする。 



 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第４条関係） 

市税等口座振替依頼書 

 年 月 日 

指定取扱金融機関等 

岩倉市長   様 

 

私は、岩倉市に納付する市税等について、振替納付したいので約定を承

認のうえ依頼します。 

また、過誤納金の還付が生じた場合、申込手続した指定口座へ還付され

ることを承諾します。 

口 

座 

名 

義 

人 

住  

所 

 

 

フ リ ガ

ナ 

 

 
電話番号 

氏  

名 

 

 
 

金融機関名 

銀行      本店 

信用金庫      支店 

農業協同組合     出張所 届

印 

 

預金の種類 １．普通  ２．当座  ３．納税準備 

口座番号        

フリガナ 

納税者名 

固定資産税 

都市計画税 
市県民税 軽自動車税 

国民健康 

保険税 

 

通知書番号 

 

全納・期別 

通知書番号 

 

全納・期別 

全納 

記号番号 

 

期別 

 

通知書番号 

 

全納・期別 

通知書番号 

 

全納・期別 

全納 

記号番号 

 

期別 

介護保険料 

（期別） 

フリガナ  被保険者番号 

被保険者   

後期高齢者医

療保険料 

（期別） 

フリガナ  被保険者番号 

被保険者   

  



様式第２（第４条関係） 

 

 年 月 日 

岩倉市長 様 

市税等口座振替受付サービス依頼書 

 

私は、岩倉市に納付する市税等について、振替納付したいので依頼します。 

また、過誤納金の還付が生じた場合、申込手続した指定口座へ還付されるこ

とを承諾します。 

申請者名 
 

 

納税者名 
 

電話番号 
 

 

口座振替 

依頼税目 
全納・期別   

フリガナ  

口座名義人 
 

 

 

 

 



様式第３（第５条関係） 

 年 月 日 

岩倉市長 様 

                        住 所 

届出人 氏 名 

                        連絡先 

 

市税等口座振替解約・変更依頼書 

 

岩倉市に納付する市税等の口座振替について、次のとおり変更したいの

で依頼します。 

また、過誤納金の還付が生じた場合、申込手続した指定口座へ還付され

ることを承諾します。 

１ 既登録口座 

口 

座 

名 

義 

人 

住 所  

フリガナ  電話番号 

氏 名   

金融機関名 

銀行         本店 

信用金庫         支店 

農業協同組合         出張所 

預金の種類 １．普通   ２．当座   ３．納税準備 

口座番号         

２ 変更内容 

（１） 口座振替を解約する場合 

解約理由  

解約する 

口座振替契約 
全部・一部 

一部解約する 

税目等 

税目 
フリガナ 
納税者名 通知書番号 

   

（２）口座振替の方法（全納・期別）を変更する場合 

税目 希望納付方法 
フリガナ 

納税者名 
通知書番号 

 全納・期別   

※窓口確認事項 

宛名番号（         ）  廃止時期（   年  月 ） 

今後の納付（ 納付書、ペイジー、口座ハガキ 提出済・手渡済 ） 


